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会
員
の
皆
様
に
は
令
和
４
年
の
新
春
を

お
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
、
心
よ
り

お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

年
頭
に
あ
た
り
、
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨

拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
素
よ
り
、
安
芸
太
田
町
商
工
会
の
事

業
活
動
に
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、

心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
変
異

株
で
あ
る
オ
ミ
ク
ロ
ン
型
が
、
世
界
各
国

で
拡
大
し
て
お
り
ま
す
が
、
日
本
で
も
１

月
に
入
り
急
速
に
感
染
が
拡
大
し
、
第
６

波
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。

　

広
島
県
で
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ま
ん
延

防
止
等
重
点
措
置
」
を
適
用
し
、
ま
ん
延

防
止
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
会
員
の
皆
様

も
、
引
続
き
感
染
対
策
を
徹
底
し
、
感
染

拡
大
防
止
に
努
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

昨
年
秋
の
衆
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お

い
て
、
自
由
民
主
党
は
単
独
過
半
数
の
議

席
を
確
保
し
、
安
定
政
権
を
確
保
し
ま
し

た
。
第
２
次
岸
田
内
閣
は
、
政
策
運
営
の

基
本
と
し
て
国
民
と
の
丁
寧
な
対
話
を
大

切
に
し
、
３
つ
の
約
束
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

第
１
に
、
国
民
の
声
を
丁
寧
に
聞
き
、

政
策
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
。

　

第
２
に
、
個
性
と
多
様
性
を
尊
重
す
る

社
会
を
目
指
す
こ
と
。

　

第
３
に
、
み
ん
な
で
助
け
合
う
社
会
を

目
指
す
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
約
束
を
果
た
す
と
と
も
に
、

ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
次
の
５
つ
の
政
策

に
取
り
組
む
と
し
て
お
り
ま
す
。

１
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

２
．
新
し
い
資
本
主
義
の
実
現

３
．
国
民
を
守
り
抜
く
外
交
・
安
全
保
障

４
．
危
機
管
理
の
徹
底

５
．
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
、
国
土

　
　

強
靭
化

　

こ
れ
ら
の
政
策
の
実
現
に
向
け
、
岸
田

カ
ラ
ー
を
打
ち
出
し
て
、
新
し
い
経
済
の

か
た
ち
を
生
み
出
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
と
の
共
生
に
向
け
た
社
会

の
実
現
に
邁
進
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の

で
す
。

　

今
年
度
の
「
経
営
発
達
支
援
事
業
」（
伴

走
型
事
業
）
は
、「
宿
泊
・
レ
ジ
ャ
ー
マ
ッ

プ
」
の
作
成
に
併
せ
、
個
々
の
事
業
者
の

経
営
分
析
と
事
業
計
画
へ
の
支
援
を
行
う

と
と
も
に
、
各
事
業
所
の
Ｐ
Ｒ
活
動
の
ア

イ
テ
ム
と
し
て
活
用
す
べ
く
取
り
組
ん
で

お
り
、
25
事
業
・
施
設
の
参
画
を
い
た
だ

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

安
芸
太
田
町
商
工
会
長
　
津
　
田
　
　
宏

い
て
お
り
、
２
月
中
に
は
完
成
す
る
予
定

で
す
。

　

令
和
４
年
度
は
、
「
経
営
発
達
支
援
事

業
」（
伴
走
型
事
業
）
も
最
終
年
度
を
迎
え
、

こ
れ
ま
で
の
成
果
を
基
に
、
新
た
な
事
業

計
画
の
策
定
に
向
け
て
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
大
切
な
年
に
な
り
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
終
息
は
見
え
な
い
状
況
で
す
が
、

一
人
ひ
と
り
が
感
染
拡
大
防
止
に
努
め
、

経
営
の
安
定
に
努
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

本
商
工
会
は
、
「
ご
存
知
で
す
か
？
あ

な
た
の
街
の
パ
ー
ト
ナ
ー　

頑
張
る
あ
な

た
を
応
援
し
ま
す　

地
域
と
と
も
に　

安

芸
太
田
町
商
工
会
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
に
、
会
員
の
皆
様
と
と
も
に
歩
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
会
員
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向

上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方

の
格
別
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

終
わ
り
に
、
本
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
と
の
共
生
が
実
現
化
さ
れ
、

皆
様
に
と
っ
て
飛
躍
の
年
に
な
り
ま
す
こ

と
を
祈
念
し
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す



防災・減災対策に取り組む中小企業を応援する国の新しい制度がスタートしました!

　近年の気候変動等の影響により、西日本
豪雨災害（平成30年７月豪雨）や台風によ
る深刻な被害が各地で発生しています。
　こうした災害が発生した際、地域経済活
動やサプライチェーンを支える企業として、
従業員の命や雇用を守り、地域の顧客との
関係を維持・発展させていくことが必要と
なります。
　また、自社の店舗や工場が被災した場合
には、営業停止や事業再開の遅れなどに
よって、本来得られたはずのビジネスチャ
ンスを逃してしまうリスクが発生します。
　このため、災害発生に伴う数々の企業活
動リスクを想定し経営資源（ヒト、モノ、
カネ、情報）を災害から守るための対策を
事前に取り組むんでおく必要があります。

　つぎの中⼩企業庁ホームページURLから
申請様式がダウンロードできます。
URL
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei
/antei/bousai/keizokuryoku.htm

〈見本〉

中国経済産業局　中⼩企業課
〒730−8531 広島県広島市中区上⼋丁堀6−30 
　　　　　広島合同庁舎2号館
　　　　　電話:082−224−5661

　災害に負けない、事業継続力の強化への取り組みを支援すること
を目的に、中⼩企業が行う、防災・減災の事前対策に関する計画を
経済産業大臣が認定する制度です。

◆  「認定ロゴマーク」が使用できます。
◆日本政策金融公庫による低利の融資を利用できます。
◆補助金（ものづくり補助金等）の優先採択が受けられます。
◆信用保証枠の限度額が拡大されます。
◆防災・減災設備の税制優遇措置が受けられます。
◆中⼩企業庁のホームページへ企業名が公表されます。
もちろん、認定を受けることで取引先企業等からの信用力もアップ!

●事業継続力強化に取り組む目的の明確化。
●ハザードマップ等を活用した自社拠点の自然災害リスク認識と被
　害想定策定。
●発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）策定。
●ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策。
　※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目につ
　　いて記載。
●計画の推進体制（経営層のコミットメント）。
●訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組。
●（連携をして取り組む場合）連携の体制と取組、取組に向けた関
　係社の合意。

⑴「事業継続力強化計画」の策定
　商工会では計画の策定から申請手続きまで、
　⼀貫してサポートを行っていますので、お気
　軽にご相談ください。
⑵申　請
　計画策定後、中国経済産業局に申請書及び必
　要書類をご提出ください。
⑶認　定
　申請後、認定まで約45日かかります。
⑷認定後
　計画が認定された場合、中国経済産業局から
　認定通知書が交付されます。
　※計画認定後は、上記「認定を受けるメリッ
　　ト」にある支援策をご活用いただけます。

事業継続力強化計画認定制度
中小企業・小規模事業者向け　簡易版BCP 事業継続計画

商工会は防災・減災に取り組む中⼩企業を応援します!
何のための取り組み？

認定ロゴマーク

申請様式等について

申請先（提出先）

認定制度とは？

認定を受けるメリット

事業継続力強化計画に記載する項目

申請⽅法

国
（経済産業大臣）

事業継続力
強化計画

中小企業者等
（中⼩企業・　　

⼩規模事業者）

申
請

認
定
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安芸太田町商工会報　2022新年号　③

マ

融

ル

資

経

制 度

　商工会の経営指導を受けている事業者の方が、経営改善に必要な
資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

◆お申込みには、一定の要件があります。
◆お申込みいただいても推薦及び融資の可否については、ご希望に添えないこともあります。
◆お申込みをご希望の際には、まずは商工会までご相談ください。

融資限度額 借 入 期 間 利　　　率

2,000万円 運転資金は７年以内
設備資金は10年以内

1.21％
（令和3年12月1日現在）

　令和３年７月に販売しました、安芸太田町プレミ
アム付商品券「とくわり商品券」の有効期限は、
令和4年1月12日㈬です。取扱店の皆様には、商
品券の取り扱いにご注意ください。
　なお、換金期限は、下記のとおりです。必ず期限
内の換金をよろしくお願いいたします。

●問い合わせ先／安芸太田町ハートフル協同組合
　 安芸太田町商工会本所（組合本部）　☎28−2504

　　 安芸太田町商工会加計支所　☎22−1221

換金期限／令和4年2月12日㈯

安芸太田町プレミアム付商品券

『とくわり商品券』
の換金期限が迫っています。

見  

本
有効期限／令和4年1月12日

確 定 申 告令和3年分 個人事業主
準 備 編

所得税等…令和4年3月15日まで／消費税等…令和4年3月31日まで
（※ただし、コロナ感染拡大等により変更となる場合があります。）

申　告
納税期

令和3年分確定申告から適用される主な改正点 電子帳簿保存法の改正について

① 確定申告書等への押印の廃止
　所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書など
　の確定申告時の提出書類への押印が不要となりました。

② 住宅ローン控除の特例延長及び床面積要件の緩和
　控除期間を13年とする特例について、入居期限が2022年
　12月末まで延長となりました。また、床面積要件につい
　て、これまで50㎡以上でしたが、合計所得金額1,000万円
　以下の場合は40㎡以上に緩和されました。

③ ふるさと納税　申告手続きの簡素化
　ふるさと納税先すべての「寄付金の受領書」を添付する
　必要がありましたが、特定事業者（さとふる、ふるなび
　等）が発行する年間寄付額を記載した「寄付額控除に関
　する証明書」を添付するだけで済むようになりました。

電子取引の電子保存の義務化
（※2年間猶予期間）　

◆令和４年１月以降に請求書・領収書・見積
　書などに関する電子データを送付・受領し
　た場合には、その電子データを一定の要件
　を満たした形で保存することが必要です。
◆申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保
　存義務のある全ての方にご対応いただく必
　要があります。
◎保存すべき電子データは？
　「紙でやりとりしていた場合に保存が必要
　な情報が含まれる電子データ」
　（例）請求書、領収書、契約書、見積書…
　※受け取った場合にだけでなく、送った場
　　合についても保存が必要です。

安芸太田町ハートフル協同組合よりお知らせです

※土曜日ですので、2月14日㈪まで受付けます。
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安芸太田町商工会
会員募集中!
新規事業をお考えの方

経営でお悩みの方

私たちが

皆様をサポート!

応援します!

商工会の会員に　　商工会の会員に　　

　　なりませんか?　　なりませんか?

詳しくは、安芸太田町
商工会までお問い合わ
せください。


